
1 
 

【特定事業】 

 

 

神 戸 市 

令 和 ７ 年 ４ 月  

 

神戸市では、経済の新生に資することを目的に「神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾー

ンにおける支援措置に関する条例（以下「神戸エンタープライズゾーン条例」という。）」を制定し、特

定事業（持続的な成長が見込まれる産業又は集客力の抜本的な強化に寄与する産業に属する事業）、中核

事業（特定事業のうち基盤性若しくは先導性を有するもの又は大きな経済的効果を及ぼす事業）及び特

例中核事業（中核事業のうち経済的効果の程度が特に著しいと認められる事業）等の集積を促進してい

ます。 

市税に関しましては、特定事業等に係る施設の固定資産税及び都市計画税の軽減を行います。 

この市税の特例措置の適用を受けようとする場合は、下記の要領に従って申告してください。 

 

Ⅰ 特定事業に係る市税の特例措置について 

１ 適用対象者（固定資産の所有者） 

  神戸市長が指定する「神戸エンタープライズゾーン」の区域内で行う特定事業、中核事業又は特例

中核事業に関する計画（以下「事業計画」という。）が、適当である旨の市長認定を受けた事業者（以

下「認定事業者」という。）。 

２ 特例措置の対象となる固定資産（家屋・償却資産・土地） 

認定事業者が、神戸エンタープライズゾーン内で建設する施設（既に建設されている施設を取得し

た場合で、その施設がこれまでに「神戸エンタープライズゾーン条例」による特例措置の適用を受け

たことがなければ、その施設もこれに含む。）のうち市長より認定を受けた事業計画に係る事業（以

下「認定事業」という。）のために使用される施設（家屋・償却資産）及びその敷地である土地。 

《注意事項》 

⑴ 家屋 

① 事業計画に従って整備された施設であっても、物品販売施設、職員宿舎等の福利厚生施設、テ

ナントに貸し付けている施設等、認定事業の遂行に直接関連のない施設は、この特例措置の対象

となりません。 

② １棟の家屋に、「認定事業のために使用されている部分」と「その他の用に使用されている  

部分」がある場合は、家屋を区分し、「認定事業のために使用されている部分」に限り、     

市税の特例措置の対象となります。 

③ ②の場合、廊下や階段等の共用部分については、「認定事業のために使用されている部分」と 

「その他の用に使用されている部分」との面積割合によりあん分して、この規定を適用します。 

⑵ 償却資産 

認定事業のために新たに取得した償却資産で認定事業のために直接使用されているものが、市税

の特例措置の対象となります（移設された資産は対象となりません。）。 

⑶ 土地 

  ① 敷地である土地とは、市税の特例措置の適用対象となる家屋を維持し、又はその効用を果たす  

ために通常必要とされる範囲の土地のことをいいます。よって、その範囲を超える部分や    

有料駐車場等積極的に他の用途に使用される部分は、市税の特例措置の適用対象になりません。 

  ② 家屋のうちの一部が市税の特例措置の適用対象である場合は、家屋全体の敷地面積を、   

「適用対象部分の床面積」と「適用対象外部分の床面積」との面積割合によりあん分して、    

この規定を適用します。 
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３ 対象固定資産の建設（取得）期限 

⑴ 家屋及び償却資産 

平成 29年 4月 1日から令和 2年 3月 31日までに、特定事業計画等の認定を受け、かつ、その認

定日の翌日から起算して３年を経過する日までの間に建設（取得）した家屋又は償却資産（償却資

産については、原則として操業開始日の属する月から３か月以内に取得したものに限ります。）。 

⑵ 土地 

平成 29年 1月 2日から令和 2年 3月 31日までの間に取得した土地。 

なお、土地については、土地取得日の翌日から起算して１年以内に、当該土地上で施設の建設  

の着手があった場合に限られます。 

４ 市税の特例措置の適用期間、軽減割合及び申告 

市税の特例措置の対象となる固定資産（家屋・償却資産・土地）を取得した後、最初に課税される      

年度から、その適用対象資産に係る固定資産税及び都市計画税（家屋・償却資産・土地のうちの一部

が適用対象である場合は、その適用対象部分に相当する部分）を軽減します（家屋・償却資産・土地

の適用年度が異なることがあります。）。適用期間及び軽減割合は事業計画認定書に記載のとおりです。 

軽減期間中は毎年、申告書を提出してください。事業実施状況を確認の上、軽減額を決定します。 

５《参考》地位の承継(事業の相続・分割・合併・株式交換など)をする際の手続き 

認定事業者が、地位の承継をしようとする場合は、事業承継日の翌日から起算して３月以内に、市

長の認定を受ける必要があります。神戸市役所 経済観光局 企業立地課までご連絡ください。(P.4を

参照) 

 

Ⅱ 「固定資産税及び都市計画税」の特例適用申告等の要領 

ⅰ 申告書の提出要領 

１ 提出書類 

⑴ 申告書 

  ア 固定資産税及び都市計画税不均一課税適用申告書【様式第２号】 

  イ 償却資産種類別明細書（償却資産についての申告をする場合）【様式第３号】 

⑵ 添付書類 

  ア 「事業計画認定書」の写し 

  イ 家屋に係る適用対象部分及び当該部分の床面積の計算根拠が分かる書類（適用対象部分の床面

積の計算根拠等を記載した書面及びその基礎となる求積用図面等） 

２ 提出期限 

  市税の特例措置の適用を受ける年度の初日の属する年の 1月 31日 

３ 提出先 

  神戸市市税事務所 税制企画課（P．4を参照） 

 

ⅱ 申告書【様式第２号】の記載要領について 

１ 〔 〕囲み部分 

⑴  条例「第○条第１項の認定を受けた認定○○事業計画に係る○○事業に係る施設」について該当

以外の欄を二重線で抹消してください。 

⑵  適用を受けようとする資産の種類（家屋、償却資産、土地）に応じて不要な箇所（文字）を、二

重線で抹消してください。 

⑶  条例「第 12条」以外の欄を二重線で抹消してください。 

２ 「不均一課税の内容」～「認定番号」の項  

「受けようとする不均一課税の内容」から「認定番号」欄には、事業計画認定書に記載のとおり、

それぞれの項を記入してください。 
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３ 「家屋」、「償却資産」、「土地」の項  

適用を受けようとする固定資産の種類（家屋、償却資産、土地）に応じて、それぞれの項を     

記入してください。 

 

４ 「家屋」の項の記載要領 

⑴ 「適用対象部分」欄には、家屋全体のうち、認定事業のために使用される部分として規定の適用

対象となる部分の面積を記載してください（P.1 Ⅰ2(1)を参照）。 

⑵ 「建築年月日」欄又は「取得年月日」欄については、次の区分に応じてどちらか一方を記載して

 ください。 

① 家屋を新築して事業を行う場合   …「建築年月日」欄に完成年月日を記載してください。 

② 既存家屋を取得して事業を行う場合 …「取得年月日」欄に取得年月日を記載してください。 

５ 「償却資産」の項の記載要領  

⑴ 「数量」欄には、適用を受けようとする資産の数量を記載してください（「償却資産種類別明細書

【様式第３号】」の最終の行番号に対応します。）。 

⑵ 「取得価額」、「評価額」及び「課税標準額」欄には、「償却資産種類別明細書【様式第３号】」の     

合計欄の数値を記載してください。  

６ 「土地」の項の記載要領 

「適用対象部分」欄には、土地全体のうち、家屋全体の敷地として使用する部分の面積を記載して

ください（P.1 Ⅰ2(3)を参照）。  

 
 
【注 意】 

認定事業者は、本市と締結する協定書に基づき、実施義務期間は当該認定を受けた事業計画に従

って当該認定事業を実施しなければなりません。 

また、認定事業者は、当該認定事業の休止（一時的な休止を除く。）又は廃止をしたときは、実

施義務期間に対する認定事業を継続していた期間の割合その他を考慮して市長が定める基準に従っ

て市長が定める違約金を支払うことになります。 
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お問い合わせ先 

・神戸エンタープライズゾーン

における固定資産税及び都市

計画税の特例措置について 

神戸市市税事務所 税制企画課（新長田合同庁舎３階） 

℡(078)647-9333 

〒653-0042 神戸市長田区二葉町５丁目１番 32 号 

 

 

・特定事業の指定状況及び特定

事業計画の認定等の申請につ

いて 

 

・事業実施状況の確認について 

 

・神戸エンタープライズゾーン

における市税以外の支援措置

について 

神戸市 経済観光局 企業立地課℡(078)984-0290 

〒651-0087 神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

三宮ビル東館７階 

 


